令和7年10月14日
建築基準関係規定（建築基準法施行令第9条）に基づく

宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明書申請に必要な書類（省令第88条）
	番号
	図　書　類
	様式・記入要領
	備　考

	１
	宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書（正・副各1部）
	長崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（第21号様式）
※証明交付後の記載内容の訂正は不可。訂正が必要な場合は再度申請が必要。
	ホームページよりダウンロードできます

	２
	位置図　
	①申請地を赤線又は赤着色
	

	３
	地形図
	①等高線、申請地周辺の状況がわかるものを添付
	国土地理院地図等

	４
	土地の平面図
	①申請地を赤線
②道路幅員・境界（土地・道路後退線）の明記
③既存擁壁等（ブロック塀含む）の安全性を確認し、支障がない場合はその旨を明記する。
	建築確認申請書の図面と併用可

	５
	土地の断面図
	（造成がない場合）

①切盛がない旨を明記する。

②既存擁壁等の高さ及び延長を記載し、その安全性を確認し、支障がない場合はその旨を明記する。
③境界の明記
	

	
	
	（造成がある場合）

①切盛高さ及び擁壁高さ等の数値を明記する。

②既存擁壁等の高さ及び延長を記載し、その安全性を確認し、支障がない場合はその旨を明記する。
③境界の明記
	

	６
	土地の求積図

（道路後退がある場合は、土地面積・建築敷地の2種類）
	申請書記載欄との数値の整合を確認
	

	７
	現況写真
	①申請地を赤線

②既存擁壁等（近景写真）
	

	８
	その他の図書
	①市長が必要と認める場合
	


[注意事項]
※　宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明又は許可とは別に都市計画法による証明又は許可等が必要な場合がありますので、注意して下さい。
※　長崎市宅地造成及び等規制法施行細則の様式は長崎市のホームページに載っています。
※　建築基準法第42条の道路（2項道路など）の取扱いについては、事前に建築指導課へご確認下さい。
	  長崎市は、「長崎市環境基本条例」及び「ながさき環境都市宣言」に掲げる理念に基づき、環境への負荷の低減を図るため、申請書用紙は、再生紙の使用をお願いします。


